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最高人民法院の見解：

一．商標の知名度とは、商標の使用者が商標の使用および宣

伝を通じて、営業上の信用を継続的に積み重ねることにより形

成された一種のプラスの効果であり、関連公衆が特定の商標

に対して抱く一種のプラスの感情が反映されたものである。人

民法院は商標に係る行政または民事事件において、商標の知

名度を認定する場合には、関連の宣伝、使用に関する証拠に

基づき審査しなければならず、確かに高い知名度を有する商標

に対して、強力に保護するという姿勢を堅持し、比例原則に従

い商標保護の強度と商標権者の投入、負担および商標そのも

のの知名度を均衡させなければならない。実務において、知名

度を証明する証拠の種類は非常に多く、「重点商標保護
リスト」への掲載は、法院が当該商標に相応の
知名度があると認定する際の参考とすることが
できる。

2021年5月31日

背景
最高人民法院： 各地方による「重点商標リスト」作成の奨励、並びにそ
の司法裁判及び商標審査における運用に関する提案についての回答



（2020～2025）中国の各省・市「重点商標保護リスト」の状況の調査研究
背景

地域 文書名 認定機構 年度

全国 「全国重点商標保護リスト」 国家工商行政管理総局商標局 1999

北京市 「北京重点商標保護リスト管理規範」 北京商標協会 2024

上海市 「上海市重点商標保護リスト管理弁法」 上海市知識産権局 2020

広東省 「広東省重点商標保護リスト管理規範」 広東商標協会 2021
江蘇省 「江蘇省重点商標保護リスト管理規範」 江蘇省商標協会 2023

浙江省 「浙江省重点商標保護リスト管理弁法（試行）」 浙江省市場監督管理局ほか 2024

浙江省 「杭州市重点商標保護リスト管理弁法」 杭州市市場監督管理局 2021

湖南省 「湖南省重点商標護航行動（支援プロジェクト）実施方案」 湖南省市場監督管理局 2024

湖南省 「長沙重点商標保護リスト管理規範」 長沙市商標ブランド協会 2022

湖北省 「湖北省優勢商標保護リスト管理弁法（意見募集稿）」 湖北省知識産権局 2025

山西省 「山西省重点商標保護リスト管理弁法」 山西省市場監督管理局 2021

広西チワ
ン族自治
区

「広西重点商標保護リスト管理弁法」 広西チワン族自治区市場監督管理局 2020

安徽省 「安徽省知的財産権保護弁法」 安徽省市場監督管理局 2021

福建省 「アモイ市重点商標保護リスト管理規範」 アモイ市商標（ブランド）協会 2024

吉林省 「吉林省重点商標保護リスト管理規範」 吉林省知的財産権協会 2024

甘粛省 「甘粛省重点商標保護リスト管理弁法（試行）」 甘粛省市場監督管理局 2024

四川省 「四川省知的財産権促進及び保護条例」 四川省市場監督管理局 2024

山東省 「山東省知的財産権保護及び促進条例」 山東省市場監督管理局 2022

遼寧省 「瀋陽市重点商標保護リスト管理弁法」 瀋陽市場監督管理局 2025

遼寧省 「大連市重点商標保護リスト管理弁法（試行）」 大連市知識産権局 2023

江西省 「第1回全省重点商標指導リストの確定に関する文書」 江西省市場監督管理局 2024

海南省 「海南省重点商標保護リスト管理弁法」 海南省市場監督管理局 2019

甘粛省 「甘粛省重点商標保護リスト管理弁法（試行）」 甘粛省市場監督管理局 2024

重慶市 「川渝（四川省・重慶市）知的財産権重点保護リスト」
重慶市知識産権局/四川省市場監督管理
局

2020

地域
「12省・市重点商標保護リスト」北京市、天津市、河北省、上海市、
江蘇省、浙江省、安徽省、山東省、広東省、四川省、重慶市、湖
北省。

12省・市の市場監督管理局が共同で発表 2023



外国

各省・市重点商標保護リスト

外国の商標
総認定件数：469件
認定年度：2018～2025

内訳：
1 米国：145件

2 日本：83件
3 フランス：60件
4 ドイツ：42件
5 スイス：23件
6 英国：22件
7 デンマーク：20件
8 シンガポール：19件
…



日本

日系企業の商標
各省・市重点商標保護リスト
認定状況：

上海市：57件
北京市：21件
広東省：5件



日本

各省・市重点商標保護リスト

日系企業：18社

三麗鴎股フン有限公司（サンリオ）：35件
株式会社良品計画：14件
貝親株式会社（ピジョン）：6件
……



日本

各省・市重点商標保護リスト

日本のブランド：37

SANRIO：9件
無印良品：7件
MUJI：7件
HELLO KITTY:6件
……



北京市

北京重点商標保護リスト

総認定回数：1
総認定件数：236件
認定年度：2024
認定頻度：1回/年
2024年に第1回認定

合計236件

そのうち国外：
米国：25件

日本：21件
…



上海市

上海市重点商標保護リスト

総認定回数：17
総認定件数：1,920件
認定年度：2018～2025
認定頻度：2回/年

そのうち国外：
米国：117件

日本：57件
…



広東省

広東省重点商標保護リスト

総認定回数：7
総認定件数：3,104件
認定年度：2018～2025
認定頻度：1回/年

そのうち国外：

日本：5件
…



（2020～2025）中国の各省・市「重点商標保護リスト」国際ブランド保護重点地域
地域 文書名 認定機構 年度

全国 「全国重点商標保護リスト」 国家工商行政管理総局商標局 1999

北京市 「北京重点商標保護リスト管理規範」 北京商標協会 2024

上海市 「上海市重点商標保護リスト管理弁法」 上海市知識産権局 2020

広東省 「広東省重点商標保護リスト管理規範」 広東商標協会 2021
江蘇省 「江蘇省重点商標保護リスト管理規範」 江蘇省商標協会 2023

浙江省 「浙江省重点商標保護リスト管理弁法（試行）」 浙江省市場監督管理局等 2024

浙江省 「杭州市重点商標保護リスト管理弁法」 杭州市市場監督管理局 2021

湖南省 「湖南省重点商標護航行動（支援プロジェクト）実施方案」 湖南省市場監督管理局 2024

湖南省 「長沙重点商標保護リスト管理規範」 長沙市商標ブランド協会 2022

湖北省 「湖北省優勢商標保護リスト管理弁法（意見募集稿）」 湖北省知識産権局 2025

山西省 「山西省重点商標保護リスト管理弁法」 山西省市場監督管理局 2021

広西チワ
ン族自治
区

「広西重点商標保護リスト管理弁法」 広西チワン族自治区市場監督管理局 2020

安徽省 「安徽省知的財産権保護弁法」 安徽省市場監督管理局 2021

福建省 「アモイ市重点商標保護リスト管理規範」 アモイ市商標（ブランド）協会 2024

吉林省 「吉林省重点商標保護リスト管理規範」 吉林省知的財産権協会 2024

甘粛省 「甘粛省重点商標保護リスト管理弁法（試行）」 甘粛省市場監督管理局 2024

四川省 「四川省知的財産権促進和保護条例」 四川省市場監督管理局 2024

山東省 「山東省知的財産権保護和促進条例」 山東省市場監督管理局 2022

遼寧省 「瀋陽市重点商標保護リスト管理弁法」 瀋陽市場監督管理局 2025

遼寧省 「大連市重点商標保護リスト管理弁法（試行）」 大連市知識産権局 2023

江西省 「第1回全省重点商標指導リストの確定に関する文書」 江西省市場監督管理局 2024

海南省 「海南省重点商標保護リスト管理弁法」 海南省市場監督管理局 2019

甘粛省 「甘粛省重点商標保護リスト管理弁法（試行）」 甘粛省市場監督管理局 2024

重慶市 「川渝（四川省・重慶市）知的財産権重点保護リスト」
重慶市知識産権局/四川省市場監督管理
局

2020

地域
「12省・市重点商標保護リスト」北京市、天津市、河北省、上海
市、江蘇省、浙江省、安徽省、山東省、広東省、四川省、重慶
市、湖北省。

12省・市の市場監督管理局が共同で発表 2023

北京市

上海市

広東省



北京重点商標保護リスト



2024年4月12日、北京商標協会は
「北京重点商標保護リスト管理規
範（草案）」（以下、「規範」）検討会
議を開催した。北京商標協会が招
聘した、

北京市知識産権局、
北京市市場監督管理局、
北京市知的財産権法院、
北京市高級人民法院、
北京市税関

などの関係者が会議に出席した。

検討会議
「北京重点商標保護リスト管理規範（草案）」検討会議





【北京市】北京市の行政区画内の民事主体
名義の登録商標

1リストA

【北京市以外】北京市の行政区画外の中国
の民事主体（香港・マカオ・台湾の民事主体を含む）
名義の登録商標

2リストB

27%

42%

342%

【国外】外国の民事主体名義の登録商標
3リストC

リストの分類



申請者 Applicant

A 商標登録者、 B 被許諾者（商標局への届出）

申請資格



有効な登録商標
国務院商標行政管理部

門が法に基づき登録を許

可した有効な登録商標

北京市で有名
北京市において関連

公衆によく知られてい

る商標

侵害を受け、または

受けるリスクがある
北京市において侵害を受け、または侵害

を受けるリスクが存在し、保護を強化する

必要がある商標

基本条件



次の各号に掲げる条件のいずれかに該当し、かつ「掲載申請のための基本条件」を満たす
商標については、申請者が申請した後、保護リストに優先的に掲載することができる。

a) 著名商標（日本の周知商標に該当）に認定されたことがある。
b) 国務院商標行政管理部門が登録を許可した地理的表示の証明商標または地理的表

示・団体商標である。
c) 国家商標ブランド構築優秀事例、中国専利賞、国家知的財産権模範企業、国家知的

財産権優勢企業、国家ハイテク企業および「専精特新（高い専門性、緻密・精巧な技
術力、独自性、新規性を有する）」企業などに選出された市場主体に属し、関連公衆の
間で比較的高い知名度を有し、かつ重点保護が必要な登録商標である。

d) 保護を強化する必要がある重点商標に対して、申請者が安全かつ整備された電子化
商標ファイル管理システム、および商標の登録、使用、運用、保護、監視、早期警戒お
よび管理制度をすでに構築している。

e) 10か国以上の海外の国または地域で商標登録が完了している。

優先的な掲載-1



次の各号に掲げる条件のいずれかに該当し、かつ「掲載申請のための基本条件」を満たす
商標については、申請者が申請した後、保護リストに優先的に掲載することができる。

f)   区・県以上（区・県を含む）の知的財産権管理部門またはその他の政府部門の推薦を受
けている。
g)  国際的に、または国内で権威のあるブランド価値評価機構から高い価値評価を受け、ま
たランキングの上位に入っている。
h)  重点活動（プロジェクト）を主催し開催または運営を担当する関連の政府部門が推薦する
重点的な保護が必要な商標である。
i)   市級以上の関連の業界団体からの推薦を受けている。
j)   国外において馳名商標（日本の著名商標に該当）としての保護を受けている。
k)  国外において商標権保護に係る争いに勝利した。

l)  北京商標協会が推薦する年間10大典型訴訟および非訟事件において侵害
を受けた登録商標である。

優先的な掲載-2



直近3年以
内に馳名商
標に認定さ

れ、

直近3年以
内に北京知
名商標ブラ
ンドに認定
され、

中華老字号
（国レベル
の老舗ブラ
ンド称号）

まだ除外されていな
い商標

保護されている商標 まだ除外されていな
い商標

まだ除外されていな
い商標

省市級老字号
（省・市レベル
の老舗ブラン
ド称号）

無条件の掲載



申請

予備審査

審議

公示

異議申立て

掲載の公示

受理

補正（1か月）

評価・審査
忌避
専門家グループ
による審議

7日 有効期間3年

管理
譲渡（30日）
変更（30日）
掲載終了
抹消（期間満了から60日後）

更新

期間満了前6か月

1

2

3

4

5

6

7

8

掲載の手順



条件 証明資料

登録 「商標登録証」（コピー）

使用
申請対象の商標が表示されている商品または役務の
現物写真

すべての申請に共通して提出が必要な資料

申請資料



条件 証明資料

馳名商標
直近3年以内に馳名商標に認定されたことを示す行政
裁定書または司法判決書

中華老字号
中華老字号に認定されたことを示す証明書および
関連の証明資料

省市級老字号
省市級老字号に認定されたことを示す証明書および
関連の証明資料

北京知名商標ブランド
直近3年以内に北京知名商標ブランドに認定された
ことを示す証明書および関連の証明資料

申請内容ごとに提出が必要な資料

申請資料



条件 証明資料

a) 著名商標に認定されたことがある。 著名商標に認定されたことを示す証明書

b) 国務院商標行政管理部門が登録を許可した地理的表示の証明商標または地理的
表示・団体商標である。

国務院商標行政管理部門が発給した地理的表示の
証明商標または地理的表示・団体商標登録証

c) 国家商標ブランド構築優秀事例、中国専利賞、国家知的財産権模範企業、国家知
的財産権優勢企業、国家ハイテク企業および「専精特新」企業などに選出された市場主
体に属し、関連公衆の間で比較的高い知名度を有し、かつ重点保護が必要な登録商標
である。

関連の証明資料

d)保護を強化する必要がある重点商標に対して、申請者が安全かつ整備された電子
化商標ファイル管理システム、および商標の登録、使用、運用、保護、監視、早期警戒
および管理制度をすでに構築している。

関連の証明資料

e) 10か国以上の海外の国または地域で商標登録が完了している。 関連の商標登録証明

f) 区・県以上（区・県を含む）の知的財産権管理部門またはその他の政府部門の推
薦を受けている。

区・県以上（区・県を含む）の知的財産権管理部門ま
たはその他の政府部門の推薦書

g) 国際的に、または国内で権威のあるブランド価値評価機構から高い価値評価を受
け、またランキングの上位に入っている。

評価または順位に関する証明資料

h) 重点活動（プロジェクト）を主催し、開催または運営を担当する関連の政府部門が
推薦する重点的に保護が必要な商標である。

重点活動（プロジェクト）を主催し、開催または運営を
担当する関連の政府部門の推薦書

i) 市級以上の関連の業界団体からの推薦を受けている。 市級以上の関連の業界団体の推薦書

j) 国外において馳名商標としての保護を受けている。
国外において馳名商標としての保護を受けていること
を示す証明資料

k) 国外において商標権保護に係る争いに勝利した。
国外において商標権保護に係る争いに勝利したこと
を示す証明資料

l) 北京商標協会が推薦する年間10大典型訴訟および非訟事件において侵害を受け
た登録商標である。

北京商標協会が推薦する年間10大典型訴訟および
非訟事件に選出されたことを示す証明資料

申請資料——その他の証明資料



採点表

行政（異議申立て、

無効審判、調査・処分）

司法
税関



1. 申請者の資格（登録者、被許諾者）
2. 商標登録の有効性（有効な登録商標）
3. 商標登録の安定性（取消し、無効審判、更新猶予期間）
4. 指定商品・役務項目の正確性
5. 証明資料と証明対象の整合性
6. 権利行使事件の適時性（直近3年間）
7. 重点商標保護に関する積極的かつ有効な対策
8. 北京市+上海市+広東省の重点地域が協調して進める、企業による

申請に関する時期および必要書類
……

注意すべきポイント



北京商標保護フォーラムおよび
第1回「北京重点商標保護リスト」
発表会が盛大に開催
2025年1月16日













「重点商標保護リスト」に掲載されることの価値



II

国家知識産権局と法院は重点
リストを参考にしている。

国家知識産権局と法院はいずれも、事件の審理において重
点商標保護リストを検討材料に加えており、重点商標の権
利行使にとって強力な支えとなっている。

「重点商標保護リスト」：法院の判決2,450件

「広東省重点商標保護リスト」：法院の判決426条

「上海市重点商標保護リスト」：法院の判決 144 条



II

国家知識産権局と法院は重点
リストを参考にしている。

国家知識産権局と法院はいずれも、事件の審理におい
て重点商標保護リストを検討材料に加えており、重点商
標の権利行使にとって強力な支えとなっている。

「重点商標保護リスト」：行政手続無効審判裁定書 5,756 件 「広東省重点商標保護リスト」：行政手続無効審判裁定書 527 件

「上海市重点商標保護リスト」：行政手続無効審判裁定書 371 件 「北京重点商標保護リスト」：行政手続無効審判裁定書 2 件



重点商標保護による商標の類似性認定への寄与

➢ 現在までに得られた事例の結果から見ると、第1回北京重点商標保護リストの発表から１年足らずであるが、国家知識産
権局の裁定書にも請求人が当該リストを提出したことが明確に記され、また、商標の類否に対して厳格に審査が行われ
ており、通常は我々が類似しないと判断し得る商標であっても、当該リストの提出を踏まえて、類似性の基準を総合的に
考慮した上で、厳格な審査が実施されている。

事例：第47849455号「万愛達」商標無効審判請求裁定書

「請求人は2023年9月6日に对第47849455号『万愛達』商標(以下、「係争商標」)に対して無効審判を請求した。

……請求人はさらに当局に次の主な証拠を追加で提出した。：『北京重点商標保護リスト掲載証明書』……

……請求人が本件において提出した関連の報道、販売状況および宣伝の証拠などにより、その『万艾可』、『VIAGRA』商標が使用・宣伝を通じてすでに対応関係を形成し

ていることを証明することができる。係争商標は、引用商標1の『万艾可』および引証商標2から4に対応する中国語の『万艾可』と、文字構成、呼称が似ていることから、類似

商標に該当する。……したがって、当該部分の商品上の係争商標と引用商標1から4は「商標法」第30条に定める同一または類似の商品に使用される類似商標に該当す

る」



① 営業上の信用の向上：ブランドの知名度および影響力を向上させる。
② 行政保護：審査、権利行使、商号保護を推進する。
③ 司法保護：商標に係る行政、民事および刑事訴訟
④ 全国の情報の共有：重点リストは、全国の知的財産権に関する行政機関、司

法機関と共有されており、その対象には、商標審査協力センター、知的財産権
保護センター、商標ブランド指導ステーション、業界団体、各種情報プラット
フォームなどが含まれる。

⑤ 協会による支援：冒認出願による権利侵害の監視・注意喚起および防御によ
り、商標の海外での権利行使を支援する。

⑥ プラットフォームにおける保護に関する注意喚起：重点保護商標用語データ
ベースに登録され、検索時に保護対象である旨が表示される。

⑦ 地域間の協調的な保護：京津冀（北京市・天津市・河北省）、長江デルタ、粤港
澳（広東省・香港・マカオ）などの重点地域間で情報を共有し、相互承認メカニ
ズムを推進する。

⑧ 馳名商標の認定による保護の支援：今後、個別の案件で著名商標としての保
護を受ける際に、その裏付けとなる有力な証拠として活用できる。

認定されることの価値



保護 Protection

1. 北京商標協会は主体的に「北京重点商標保護リスト」の公示、定期的な更新を行うとともに、
プラットフォームの構築を通じて、各方面との共有を実現する。特に各級知的財産権管理部
門、行政法執行部門、司法機関と情報を共有し、重点商標の保護業務を推進する。

2. 北京商標協会は公式ウェブサイト、公式アカウント、電子刊行物「北京商標」などの媒体およ
び各方面のチャネルを利用し、重点商標の広告宣伝と普及を行い、重点商標の知名度と影
響力の拡大を図る。

3. 北京商標協会は自身の優位性を利用し、重点商標の権利行使に対して援助、支援を行う。
4. 北京商標協会は知的財産権に関する政策法規相談および関連の業務研修サービスを提
供する。

5. 北京商標協会の名義で関連の証明資料を発行する。
6. 他の省・市の関連機構および商標協会と共に重点商標保護リストの情報共有および相互承
認メカニズムの構築を推進する。

協会による支援



プラットフォームにおけるリスクに関する注意喚起



北京市知識産権局
北京市市場監督管理局
北京商標協会による
商標保護業務座談会
2024～2025



国家知識産権局商標局
北京市知識産権局
北京商標協会による
共同学習・共同構築活動
の実施

2025年6月17日



北京商標協会創立30周年式典

2025年8月8日

地域間協調



北京市・上海市・広東省・江蘇省・安徽省の商標ブランドに関する戦略的協力

北京商標協会
上海市商標ブランド協会
広東商標協会
江蘇省商標協会
安徽省商標協会

5省・市の業界団体は、商
標ブランド戦略的協力協
定を締結し、重点商標の
地域を越えた保護を推進
する。

2025年6月17日

地域間協調



華北地域の5省・市の商標保護に関する戦略的協力
北京商標協会
天津商標協会
山西省商標ブランド標準化促進会
内モンゴル商標ブランド協会
河北省商標協会

華北地域の5省・市の業界団体は、商
標ブランド戦略的協力協定を締結し、
重点商標の地域を越えた保護を推進
する。

2025年6月17日

地域間協調



ありがとう
ございました

THANKS

張鋭
北京商標協会

Terry.zhang@mozlen.com
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